
社会福祉法人の財務分析指標・計算式一覧

１　平均値を公表している指標　（番号は「下記２指標の解説」の番号と対応）

２　指標の解説

番号 指標の視点 財務指標名 計算式 財務指標の解説

1

短期安定性 流動比率 流動資産÷流動負債×
100（％）

【流動負債に対する流動資産の割合】
　流動負債は短期的な支払義務を表し、流動資産は短期的に資
金化できる支払手段を表す。本指標は、短期支払義務に対する
支払能力を示す指標であり、その値が高いほど、短期的な支払
能力が高いことを意味する。
　流動資産には、直ちに支払手段として用いることができない
資産が含まれるため、短期的な支払能力を判定する観点から
は、一般的に本指標の値が200%以上であることが望ましいと
考えられる。値が100%を下回るときは、短期支払義務に対す
る支払能力が不足しており、短期安定性を欠いていることが想
定される。
　本指標を見る上では、流動資産の構成比に留意する必要があ
り、流動負債に対する手許現金預金の割合を表す「当座比率」
も併せて分析することが望まれる。

2

長期持続性 純資産比率 純資産÷資産の部合計×
100（％）

【総資産に占める純資産の割合】
　借入金など負債に対する安全度を見る指標であり、本指標の
値が高いほど、負債の支払負担が小さく、長期持続性が高いこ
とを意味する。
　長期にわたり収益性が悪化している法人や施設整備等に関し
て借入金依存度が高い法人は、本指標の値が低くなるが、この
場合、その値が高い法人に比して長期持続性の点で課題を抱え
ている可能性がある。
　社会福祉施設を経営する社会福祉法人においては、法人存立
の基礎となる資産（基本財産）の取得は、原則として寄附を原
資とするが、寄附金は、純資産の部の基本金に計上される。ま
た建物や主要な設備等に対する補助金は、純資産の部の国庫補
助金等特別積立金に計上され、企業会計のように取得時に国庫
補助金の圧縮記帳をしないため、本指標の値は高くなる。
　本指標の値が高い場合であっても、国庫補助金等特別積立金
の占める割合が高い場合があり、長期持続性の観点からは、今
後の大規模改修等に対する補助制度の見直しなどを考慮して、
更新資金の計画的な積立てが確保されているかについて、追加
分析を行うことが望ましい。

１．流動比率　２．純資産比率　３．固定長期適合率　４．人件費・委託費比率
６．経常増減差額率　８．事業活動資金収支差額率

１．流動比率　２．純資産比率　３．固定長期適合率　４．人件費・委託費比率　５．労働分配率
６．経常増減差額率　７．サービス活動収益対運営資金借入金比率　　８．事業活動資金収支差額率
９．借入金償還余裕率　１０．債務償還年数　１１．事業費比率　１２．事務費比率

法人単位
の平均値

拠点区分単位
の平均値
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番号 指標の視点 財務指標名 計算式 財務指標の解説

3

長期持続性 固定長期
適合率

固定資産÷（純資産＋固
定負債）×100（％）

【純資産及び固定負債に対する固定資産の割合】
　固定資産の整備に関わる資金調達のバランスを示す指標であ
り、本指標の値が低いほど、長期持続性が高いと言える。
　社会福祉法人は、原則として事業の実施に必要な土地、建物
は自己所有が求められる。土地に投下された資金は、その回収
が予定されるものではないため、返済不要な資金によって賄わ
れることが望ましく、また、建物その他の設備は減価償却を通
じて資金留保される性質であるため、更新資金の確保には長期
間を要する。
　したがって、土地、建物等、設備の整備に要する資金は、寄
附金、補助金、積立資産等の返済不要な資金によって確保する
か、返済するとしても、設備資金借入金のように長期間にわ
たって返済する資金によることが望ましい。
　固定資産が、返済不要な資金又は長期間にわたって返済する
資金により賄われているかどうかについて、本指標の値が
100%以下であることが判定の目安となる。

4

費用合理性 人件費・委託
費比率

（人件費＋業務委託費）
÷サービス活動収益計×
100（％）

【サービス活動収益に対する人件費と業務委託費の合計の割
合】
　社会福祉事業は一般に労働集約型であるため、人件費割合が
大きくなる傾向にあり、本指標の値の多寡が収益性に大きく影
響する。
　人件費の多寡は、職員数と給与水準に依存する。給与水準に
は、法人の職員待遇の状況が反映されるが、地域性の影響も受
ける。人件費は固定費としての性格が強いので、サービス活動
収益の増減によって本指標の値が変動することにも留意が必要
である。
　適切な福祉サービスを提供する上で、適切な人員配置と適正
な報酬水準確保は不可欠であるため、一概に低い比率が望まし
いとは言えないが、安定的な経営のためには固定費に関する比
率である本指標の値を一定水準以下に抑える必要がある。
　本指標の値が高い水準にあり収益性が悪化している場合に
は、過剰人員となっている可能性がある。その要因としては、
定員に対する職員配置が適切ではない、又は稼働率が低いため
にサービス活動収益が人件費に見合う水準となっていないこと
が考えられる。これらの状況が恒常的要因によるものであり、
法人事業の継続性を著しく害すると考えられる場合、人員配置
等の見直しが必要となり得る。

　なお、小規模法人においては、規模の利益（業務の効率性）
が得られない結果、本指標の値が高水準となる傾向がある。ま
た、各事業の制度の改定時、職員配置や処遇の見直しを通じて
人件費の適正化が図られることがあるため、制度改定前後の推
移を見る際は、そのような背景にも留意が必要である。
　施設業務のうち福祉サービスに直接関わらないものについて
は、給食業務などが外部委託されることがある。その場合、当
該業務の外部委託の有無によって「人件費比率」が変わり得る
ことから、「人件費比率」を補完し比較可能性を確保するた
め、本指標の値を見ることが有用である。

5

費用合理性 労働分配率 （人件費＋福利厚生費）
÷｛（サービス活動収益
計－経常経費寄附金収
益）－（事業費＋業務委
託費＜事務費＞＋減価償
却費＋△国庫補助金等特
別積立金取崩額）｝×
100（%）

【法人の限界利益に対する人件費の占める割合】
　費用合理性を判断するための指標の一つで、法人の限界利益
（限界利益とは、売上高から変動費を引いたもの、または、固
定費＋利益）に対する人件費の占める割合を表す指標である。
　労働分配率が100%を超えると、限界利益以上の人件費が支
出されていることになり、固定費の増大による恒常的な赤字を
生じる可能性が高くなるため、決算書の分析を行い、原因を把
握する必要がある。
　事業の性質から、経費のうち人件費の占める割合が高くなる
法人もある。しかし、当該法人の経営する施設において、手厚
いサービスが提供されており、法人の経営が安定しているな
ど、労働分配率が高くても問題のない場合も多くあると考えら
れる。
　このため、この指標については、法人の中長期的な人員配置
計画等との整合性を図って、法人内で適正な人件費管理を行っ
ていくための目安として活用することが大切である。

2



番号 指標の視点 財務指標名 計算式 財務指標の解説

6

収益性 経常増減差額
率

経常増減差額÷サービス
活動収益計×100（％）

【サービス活動収益に対する経常増減差額の割合】
　本指標は、特別な要因を除く法人の経常的な活動による収益
性を理解する上での基本的な指標である。
　本指標の値がマイナスとなる場合、主とする事業に金融取引
等を加減算した結果、経常活動において赤字が発生している状
況を示す。かかる状況が継続する場合、将来的な財務状況の悪
化につながることによって法人経営の安定性を損なうおそれが
あり、赤字の要因を分析する必要がある。
　社会福祉法人においては、通常、経常増減差額率はサービス
活動増減差額率と近似する。そのため、要因分析の方法として
は、経常増減差額率とサービス活動増減差額率と比較し、大き
く乖離している場合、その要因を特定、分析することが考えら
れる。

7

借入割合 サービス活動
収益対運営資
金借入金比率

（短期運営資金借入金＋
役員等短期借入金＋１年
以内返済予定長期運営資
金借入金＋１年以内返済
予定役員等長期借入金＋
長期運営資金借入金＋役
員等長期借入金）÷
（サービス活動収益計－
経常経費寄附金収益）×
100（%）

【正味のサービス活動収益に対する運営資金借入金の占める割
合】
　事業活動収入に対して、運転資金借入金の比率を測る指標で
ある。この比率が大きいほど、事業活動収入に対する返済割合
が増大し、それに伴い資金繰りが悪化する恐れがある。この場
合、中長期の収支を予測し、運転資金の借入額と返済計画を精
査し、返済の実現可能性を再チェックすること等の検討が必要
と考えられる。

8

資金繰り 事業活動資金
収支差額率

事業活動資金収支差額÷
事業活動収入計×100
（％）

【事業活動収入に対する事業活動資金収支差額の割合】
　当年度の事業活動による資金収入と資金支出のバランスを示
す指標であり、資金の獲得能力を表す。事業活動資金収支差額
は借入金返済及び将来投資に向けた資金準備の原資となるた
め、本指標の値はプラスであることを要する。
　社会福祉法人は、事業活動資金収支差額によって、借入金の
償還、固定資産取得（設備更新を含む。）の資金準備、積立預
金の計上等を進めていくため、事業活動資金収支差額の多寡
は、法人の事業継続性に大きく影響する。
　本指標の値がマイナスとなる場合、期末支払資金残高の取崩
しを来し、このまま推移すると資金繰りに窮する可能性があ
る。その場合、一時的な要因によるものか、恒常的な要因によ
るものか調査・検討が必要である。特に、本指標の値が２期続
けてマイナスのときは、恒常的に事業活動支出が事業活動収入
を上回っている状態となっている可能性があり、事業の継続性
が危ぶまれる事態と考えられる。当期末支払資金残高を事業活
動資金収支差額の赤字金額で除して支払資金の残存年数を算定
し、資金収支に改善が見られない場合の事業継続可能年数を概
算することも有用である。

9

資金繰り 借入金償還余
裕率

借入金元利払額（※）÷
事業活動資金収支差額×
100（％）

※ 借入金元利払額＝
（支払利息支出－借入金
利息補助金収入）＋（設
備資金借入金元金償還支
出－設備資金借入金元金
償還補助金収入）＋ファ
イナンス・リース債務の
返済支出＋長期運営資金
借入金元金償還支出

【事業活動資金収支差額に対する借入償還額及び利子支払額の
割合】
　法人にとっての元利金返済の負担の大きさを示す指標であ
る。事業活動によって生み出す資金から元利金返済額を賄えて
いるかどうか、安定的に資金繰りが行われているかどうかの参
考となる。
　本指標の値が100%を上回る場合、事業活動による獲得資金
で元利払いが賄えていないことを表し、財務安定性に問題が生
じている可能性がある。一時的な要因によるものか、恒常的な
要因によるものか、調査・検討が必要である。
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番号 指標の視点 財務指標名 計算式 財務指標の解説

10

資金繰り 債務償還年数 借入金残高合計（※）÷
事業活動資金収支差額
（年）

※ 借入金残高合計＝短
期運営資金借入金＋役員
等短期借入金＋１年以内
返済予定設備資金借入金
＋１年以内返済予定長期
運営資金借入金＋１年以
内返済予定リース債務＋
１年以内返済予定役員等
長期借入金＋設備資金借
入金＋長期運営資金借入
金＋リース債務＋役員等
長期借入金

【事業活動資金収支差額に対する期末の借入金残高割合(返済可
能期間とも呼ばれる)】
　当期の資金収支差額を基準とした場合に、法人の借入金残高
を事業活動資金収支差額で完済するために必要と考えられるお
およその期間を示す指標であり、借入金の償還能力を表す。年
数が短いほど、償還能力が高いと言える。
　企業の財務分析において、銀行等貸付機関が法人の財務力を
見る上で重視する指標であり、例えば、初期資金を多額の借入
れにより調達する不動産賃貸業では10年から20年が一般的と
言われている。
　本指標の値が主要設備の残存耐用年数に比して著しく大きい
場合や、後述の「固定資産老朽化率」が高いにもかかわらず、
本指標の値が他法人よりも大きい場合は、借入金残高と資金収
支のいずれか又は両方に課題が生じていることが考えられる。
貸借対照表の金融資産残高と借入金残高を比較し、償還資金が
確保されているかを検討することも有用である。

11

費用合理性 事業費比率 事業費÷サービス活動収
益計×100（％）

【サービス活動収益に対する事業費の割合】
　事業費は、給食(材料)費や介護用品費など、施設利用者への
福祉サービスの提供に直接要する経費を表し、サービス活動収
益の増減に影響される変動費としての性格を有する。
　本指標の値の多寡は、法人の提供する福祉サービスの特性に
影響を受ける。例えば、介護用品を多く要する事業を営む場
合、本指標の値は高くなる。事業費は福祉サービスに直接関わ
る費用であるため、一概に低く抑えることはサービスの質の低
下につながり望ましくないが、他の費用指標と併せて、全体の
費用構成によって事業経営上の資源配分に関する特性を理解す
るとともに、収益性の要因分析の観点から値の多寡と推移を分
析することが有用である。

12

費用合理性 事務費比率 事務費÷サービス活動収
益計×100（％）

【サービス活動収益に対する事務費の割合】
　事務費は、修繕費、業務委託費、賃借料及び土地・建物賃借
料など、法人・施設の運営に要する一般管理費的な経費（人件
費を除く。）を表す。
　本指標の値の多寡は、外部委託の利用や設備等の賃借の状
況、施設老朽化の度合いによる修繕費負担の大きさ等に影響を
受ける。他の費用指標と併せて、全体の費用構成によって事業
経営上の資源配分に関する特性を理解するとともに、収益性の
要因分析の観点から値の多寡と推移を分析することが有用であ
る。

（注）財務指標の計算式及び解説は、５番及び７番の指標は以下の①を、それ以外の指標は②を出典としている。

　①平成23年3月東京都社会福祉法人経営適正化検討会「社会福祉法人の経営適正化に向けて～社会福祉法人が提供
　　する福祉サービスを利用者が安心して、持続的に利用できるために～」
　②平成30年7月18日非営利法人委員会研究報告第27号日本公認会計士協会「社会福祉法人の経営指標～経営状況
　　の分析とガバナンス改善に向けて～」の改正について
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